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1. はじめに

19ヲ7年lニソニーが執仔役員制度を して以来， 日 の多くが，執

行役員制度を採用している。百経平均株価指数に含まれる企業のうち，

合除いた 190企業につき 2000年から 2006年全対象とした

謂査によれば，執仔役員絹度を導入した企業は~I主導入企業に比べて業績が惑

いが，導入後には業畿が改善したとの調査結果もある九執行?党員制度は，

i萄法および会社法が規定する秘境ではなく，会社法が予定する

と並立して誼かれている叱会社法が，委員会設置会社において，業務執行

に関する意思決定および監督機関としての取締役会L 業務執行機腐として



の執行役な完全に分離できる機関設計を可能にしたにもかかわらず，執行役

員制授が主に監査役設援会社または監査投会設置会社において利用されつづ

けている状況にある。そのため，日本企業は，業務執行と業務執行の監督と

を子分離するアメリカのモニタリング・モデノレにまだ腕染んでおらず，従来型

の経営システムからの過接的な制度として利用するに{践するとの指摘がなさ

れている

執行役員は，会社法上，会社の使用人で、あると解する立場が支配的であ

る。つまり，取締役の履行補劫者にすぎないため，取締役がその選任と

につき会社に対して責任念負うのであって，執行役員は，会社に対して-披

私法上の責任を負うとしても，会社法上の責{壬を負わない地位にあると解さ

れている。もちろん，会社法 348条 3項および 362条 4項の規定する重要な

事項についての意思決定権限を執行役員へ委譲することは認められない4)。

そのことが，会社法に執行役員制度合議り込む必要がないと判断されたー掘

となったようである

そこで，本縞{ふ執行役員を会社法における会社の{吏用人であると考えた

場合に生じる若干の商法および会社法 i二の問題について検討をする。

2. 執行役員髄震の概観

2-1 執行役員制度の自的

執行役員制度を導入する話的として，次の 2つが一般的に挙げられてい

る。

に，業務執行に関する意思決定および業務執行の監督をする機関と，

業務執行者または業務執行機関とを明確に分離する方が望ましいと考えられ

ていることから，このような機関の役割分担営実現することが，執行役員制

度導入の目的のひとつである。第二に，一時期，取締役の人数が 20人から
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50人にもとり，取締役会では実質的な議論ができない状況にあり，実費約

な議論は，常務会，専務会または経営会議などで、行われていた。取締役の人

数を減らし迅速な意思決定合可能にすることも，目的であった約。

2-2 概要

(1) 選任および任期

執行投員{ふ地位は取締役類似の上級使用人であり，少なくとも会社の業

務執仔の一部を担う最上伎の従業員である

したがって，執行役員の従業員としての重要・詮

要な組織設j設と人事であるため，会社法 362条 4項 3

取締役会設援会社に行いては，取締役会決議によっ

る約 3 執行役員の選{壬は，業務執行のガ;去の決定つまり

その}~ff:

より，

締役，選定業務執行取締役(会長1:363 1三)および執行役員に対‘して付与する

ことだと解すれば，執行役員による業務執行について取締役会が監視提督

する義務を負うことになり，ガパナンスの観点から望ましいとの指摘もあ

るへただい執行役員が取締役に類似することを綬拠に，株主総会で選託

すべきだとの見解もありうる。しかし，特に，会社との関係が麗用である

行役員を取締役会設誼会社の株主総会が選託する場合，株主総会が使用人喜子

コントローノレすることになりかねず，株主総会の権限念逸脱することになろ

っ

さらに，取締役会設霞会社において，代表取締役が執行役員を選任できる

と解する立場もあるという。代表取締役の執行ー権限の一部の行使として，

行役員に職務/権限の一部を委ねて執行させることができること，または箆用

人の指揮監督は代表取締役の職務であるから，執行役員の任免権喜子取締役会

および代表取締役に与えなければならないことをナ根拠とするようである山。

しかし実際には，取締役会で選任されるところが多いようである

なお，いずれの立場も，選任する機関が解託権i設を手ぎすると解している。
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としては，選任機関である寂締役会または代表取締役のほかに，

総会にも，執行役員の解缶権を認めるべきであるとの立場がある 13)。

執行役員の託期につき，会社法は特に定めていないc したがって託期はな

くてもよいしかし，取締役会によって選任され，その決定した業務を

執行し，業務執行につきその監督を受けるべき執行役員の性格全根拠に，取

締役の任期と同じかまたはそれよりも態期であることが望ましいと考えられ

ている

(2) 権 限

取締役会設霞会社において，取締役会が業務執行合決定する権設を了有する

(会長1:362 II工)0 また，会社法 363条 i項が，取締役会の決定した業務を会社

内部において執行する権限を有する機器について，代表取締役または選定業

務執行取締役であるとの明文の規定を置いている。

そこで，会社法に基づき代表取締役および選定業務執行取締役が有する

務執行権ふ執行役員の業務執仔擦との関{系全どのように解したらよいかが

問題となる。この点{こ関して攻締役会設説会社においては，代表取締役およ

び選定業務執行取締役が法定の包拐的な業務執行擦を有しているため，

の業務執行機は，会主1:法上の必要約機関で、ある代表取締役または選定業

務執行取締役が有する業務執行権から派生したものであると解する立場があ

るc つまり，執行役員は，代表取締役の謹代理人として直接的に指揮命令に

践するべき地位にあり，取締役会はその選任および解{壬を通じて執行役員全

監費する関掠にある制。

代表取締役が，一部の行為喜子委任することによって業務を執行する取締役

も業務執行取締役であるとの学説によれば，代表取締役が執行役員に業務執

行権を授与することが可能である日。しかし，会社法 363条 l項 2号によ

れば，代表取締投以外の取締役金業務執行取締投として選定する権艇を取締

役会が有することから，取締役会が執行役員に業務執行権を授与すると解す

る立場もありうる制。
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会社の徒約人としての執行役員

執行役員を会社の使用人であると解する場合には，執行役員は，裁判上の

権限を除~，重要な捷用人である支配人以上の権限を有すべきであるから，

記下の従業員に対する採用・解雇等ミケ含む人事決定に陸接関わる権摂を有す

ると解すべきだとの見解がある。必ずしも単独で行使できる人事権でLある必

要はないが，単に勤務評定，人事考課などの閤接的な関与では足りないとす

る

なお，執行役員が，会社の対外的な業務執行を行うために会社の代表権ぞ

有することはないが，一定の代理擦を与えられている場合があるお)。

(3) 会社との関係

執行役員は上級技用人であるが，会社との関保 ない。平成 11年

の!時点では，執行役員と戟締役との兼務を認める会主J:と認めない会社とがあ

り，半々であった。 ただし，ここで f兼務fe認めないj とする窓味は，

がないという意味にも受け取れるとの分析がある

執行役員と会社との契約関{系には，委託，瑳用・労鵠契約または委任と

用・労働契約の中間の混合契約があり この契約が異なれば，契約期揺

の定め，契約の解除，就業規閣の適用ならびに労災保険の適用につき大きな

差異が生じることになる。委託契約であれば，その契約期簡を岳山に定める

ことができ，解約も自由であるが，解授のi時}怒が不適切で、あることをナ理由と

した，民法 652条 2項の損害賠{露支[壬が問題となる。他方，雇用契約であれ

ば，雇用期間の定めがないときはいつでも解約の申し入れが可能であり(民

62i 1)，期間の有無にもかかわらず，やむを?得ない事由があるときには郎持

められるものの(氏 628)，労額!者んな解雇する場合には，労儲契約法

16条の f解雇?を;主主用の法浬jが問題となる

執行役員と会社との関保を雇用または委授のいずれにすべきか。特に，後

述するように荷法および会社法の学説は，高菜使用人と会社との関{系{e麗用

に限るとする説と，麗用のほか委託も含みうるとする設があるため肖題とな

-7 

00 

コ



確かに，執行役員と会社との関認を委任とすることは認められないとする

見解もある。この見解によれば，執行役員に対して，会社の業務を包括する

形で代理権合付与することは認められず，業務執行擦を行使する者は，あく

までも代表設締役および業務執行取締役であって，執行役員は代表取締役等

の補助者として機能するにすぎないこと。および取締役と会社との委任関係

から独立した形で執行役員と会社との間にも委任関係が存在すると解するこ

とは不自然であることを理由とするしかし，執行役員と会社との関係

は，基本的には私的自治の問題であり，当事者の合意さえあれば雇用でも委

託でも構わないと解するのが多数説である。雇用または委任とした場合のそ

れぞれにつき，メリットがあるからである。執行役員を会社法 362条 4項 3

号の重要な使用人とすれば，会社法の立案tE!当者の考えに沿うため制度設計

がしやすい上，従来から，代表敢縮役が行ってきた業務執行について，取締

役または寂締役でない者に対して委任することも解釈論として許容されてき

たおc 最判平成 1ヲ年 11月 16日裁判集民 226号 31i頁も，取締役を兼務せ

ず，会社との関係が委任である執行役員{f認めたものと解されている。

委{壬とした場合，原則として，取締役解任ーの場合と同様に，解任するため

の正当な苦手由は要求されない。しかし，常に雇用・労働契約に関する法理が

不適用となるわけではなし労務供給契約である諮食および雇用と共に，当

事者の主観的意思，当該契約の呼称または法形式にかかわらず，客観的実質

的に労働契約として認定されるかぎり，労働関部法規による強力な規制を受

けるむつまり，労働基準法 9条および労鈎契約法 2条 l項が，その適用対象

となる労働者をほぼ向様に定義しており， これらの規定によれば，使用者の

指揮監督下で労働念提供し(指僚主主税下の労働)， その対f践として使用者から

賃金を受け取ること(線開の労働対的性J) が労勤者の要件 u使用従属性J) で

あることから 26)，会社との関係が委任その挫の労務提供契約である執行役

員であっても，これらの要件に該当する場合があることは否定できないc し

たがって，任期途中の解託または任期満了による麗し、止めに，就業規則と

に，労働法規が適舟される可能性が認められる。また，通常の労働者では懲
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会社の使用人としての執行役員

戒事由および解雇事由とはならない事柄を，執行役員については懲戒事由ま

たは解雇事自として定めるのが適現であるとすれば，執行役員については別

個の就業規則を部定しておく必要がある

(4) 報窃H

取締役の報部iに関する について，会社法 361条 I項が，定款で定めて

いない場合には株主総会決議で定めるべきことを?混定している c この規定

は，本来，委員会設建会社でない取締役会設置会社において，取締役の報開

決定権限が取締役会にあることをケ前提としつつ，取締役自らが報劉を決定す

ることによるお予感りをケ防止する趣旨を有すると!拝するのが学説の多数説と

なっているおらしたがって，執行役員が取締役喜子兼務しないかぎり，執行

役員の報識を?決定するために株主総会決議は必要ではなし!京目立通り，取締

役会決議のみで~ト分で、ある

(5) 受記の必要性

取締役および支配人については，会社の重要事項であり，

となっているため(会社 911III 13， 918)，重要な詑用人である執行役員に

ついても，登記念すべきかどうかが問題となるの執行役員は取締役ではな

しまた執行役員全登記する方法がないため，支記入として登記をした場合

にどのような効果があるかという問題であるむ

が本語または支自の支配人として選{壬されかっ登記された場合，

会社法 11条1項により，当該ヱi三時または支!吉における会社の事業に認する

坊の裁判上および裁'i'U外の権限ミケ寂得する。したがって，執行役員が裁判上

の権限を有するのであれば，会社が被告となる訴えについて執行役員に対し

えを提記いまたは自ら執行役員の名で会社のための訴訟追行が可能とな

るc 応訴においては，代表取締・役が登記等で明確となっていれば，執行役員

まで驚記で明らかにする実務的な意味はなく，提訴においても，執行役員告

らの名で訴訟退行できることによる突務的 もないとの指掠がある刻。
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裁判外の権喪主ナ明確化するために登記をする必要があるだろうか。この点

についても，国内取引において，誰が執行役員であるかをナ確認することは，

有無にかかわらず，さほど関難ではないとの指摘がある。また，担当

する業務の範鹿内の事項であれば，かりに当該執行役員に対する授権手続が

必ずしも十分ではないとしても，使用者責任などによって会社の責任を追及

できるという。器捺取引または外資との取引におし、ては，執行役員が実際に

授権されていることを証明する書類，たとえば取締役会議事録の交付を要求

されることはあるが，登記事項を証明するだけでは不十分であるという

執行役員について支配人の登記をすることによる利点はほとんどなし地

方で，支記入の登記は事業所概念と結びついており，必ずしも執行役員擁念

と一致しないこと，および支配人は法定の包揺代理権を有する者であるが，

執行役員は担当する業務に制限があり，支配人概念と馴染まないと解され

る32)。

3.会社の使用人としての

3-1 問題の所在

執行役員は，代表取締役および選定業務執行取締投の指揮命令のもとに，

会社全体の経営方針を踏まえ，本社部門，工場，支!吉，研究所などの組織の

として，特定の部門の業務全執行する。つまり会社全体の業務の意思決定

および業務執行が，取締役会(取締役会非設説会長t:で1ま取締役)ならびに代表取

締役および選定業務執行取締役の職務であるのに対して，執行役員の職務は

特定の部門(本社の部，主主主えよ事業所)の業務執行に設定される この執行

役員の会社内部における業務執行権は，広汎な裁量1撃を伴う場合も少なくな

しかっ対外的に会社を代理して取引する権限が含まれる場合もある 31)。

会社法 10条以下が規定する会社の[吏用人は，特に会話:に対する代理権を有
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会社の使用人としての執行役良

する館用人で、あると解されてきたしたがって，執行役員は，主{こ，会

社法 14条の規定する f事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受け

たj会社の鹿沼人との関係で，解釈論上，困難を生じると思われる3針。1;1、

下，会社の{吏用人の解釈につき執行役員との関係で開題となりうる事墳を検

討する c

3-2 会社の使用人または商業使用人の要件として

雇用契約が必要か

(こ，会社の詑用人または商業能用人(以下，会社の使用人等とする。)は

一定の営業主に従属し，営業主の詣欝命令に額さなければならないから，営

との間{こ麗際関{系を要すると解する立場と，営業主との簡は履用関{系の

ほか委託関係でも足りるとする立場とが対立している。営業主と雇用関係に

ある者だけを会社の箆用人等と解する立場は，営業主の営業に関して{~環7擦

を有する受在者には会社の使用人等に関する規定そ類推適用すればよいこと

を現出として会社の使用人等と代理商との託部が媛味になることをケ理

由として支配人が負う精力分散防止義務(潟 231)は雇用関係合前提と

しなければ認め得ないことを壊出として附，地方の説に反対している。た

だし，会社の{吏用人等と代理商は，特定の蕗人の補劫者という点で共通する

が，前者は「専ら賃金そ得る呂的で労務に従事する者(荷 502柱警fg香川

であり，独立の寵人で、はないのに対して，後者は，媒11'代理藷の場合には

f仲立(高 502審J，締約代理痛の場合には「商行為の代壊の引受(蕗 502事)J

e営業としてする商人であるという遠いがある紛む雇用関部のほかに委託

関係でもよいとする立場は，営業主の家族または知人など雇用関鍔{こない者

をァ補助し，代理する場合があること41)，または雇用問採がない家

族もしくは知人に対しても会社の使用人等に関する規定な類推適用すれば，

結果に差はないことを?摂拠としている却。大阪地判昭和 37年 5月 31日

法 318号 5 は，平成 17年改正前商法 43条(会j1法 14条，潟法 25条)の使用
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人は， と雇用関採にある{龍馬人であって，単に内部約な業務を事実1:

till助するにとどまり，個々の仔為について委任を受けている雇用関係のない

者は該当しないとしているc

したがって， これらの学説の対立は，営業主と委任関係だけを有する者lこ

対して，会社の能用人等に関する規定を類推適用するか， または適用するか

という点にある。類推通用を認める場合には，営業主と麗用関部にある者と

の類似性を根拠として，会社の使用人等に関する規定{f類推適用することに

なるが， その類推の基礎が必ずしも明らかにされていない。どのような事情

を摂拠に，会社の捷用人等に関する規定を類推するのかによって，類推適用

を受ける者ーが異なってくる可能性がある。営業主と委託関係だけを手ぎする者

に適用公認める場合も， どのような事情念根抱に，適用公認めるのかが必ず

しも暁らかにされていない。確かに，多くの会社の使用人等は，営業主との

需に雇用契約と委任契約ぞ締結していると考えられ大半日大 5・1・29民録

22輯 206頁も，支配人の選設は，雇用契約のみならず委任契約合告合する

との立場合とっている c しかし，執行役員の場合には，営業主との関係は委

託関係しかない場合が想定されているため，会主1:の箆用人等の規定の類推適

用または適用会受けるのか‘まさに検討をf裂することとなる c

類;誌の基礎または適用要件として，第一{こ，ある率項について臨時的に権

援が与えられたのでは不十分であるが，恨常的に権限が与えられているこ

と，または恒常的にある器類または特定の事項の委任を受けたことをナ類推の

根拠と考えることができるだろうかc 王子成 17年攻正前商法 43条の番頭また

は手代の意義について，このように解する立場があるからである判。しか

し，会技法 15条および部法 26条は使用人が包括的代理権を付与されていな

い場合の規定であり，会社法 14条および潟法 25条の箆用人は基本代理権を

有さなければならないかが，本稿 3-4のとおり，解釈論 i二争点となっている

ため，営業主に対する告括的代理権のみな，会社の使用人等の規定の

用の基礎または適用要件とすることは難しい。第二に，営業主の指揮命令に

顕していることを?類推の基礎または適用要件とすることが考えられるc
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会社の使用人としての執行役潔

主の営業について代理権を有することのほか，営業主の指揮命令に服してい

ることを，会計:の{吏用人等の定義とする学説があるからである的。営業主

との関{係が委任関{系にある者であっても，営業主の指揮命令に賊していると

いえる。委託における受託者は，労働者に比べて独立性があるが，委在者の

指揮命令に服する範関が，震用契約の労働者よりも狭いだけだからであ

る制c 第三に，委託も濯用も労務供給契約の類型に縞するため47)，委授の

受在者も特定の営業主に対して労務を提供していることを類推の基礎または

適用要件と解することも可能である。よって，第二および第三の観点を踏ま

え，営業主の指揮命令に寂して，労務を提供していることを，会社の毘用人

に関する規定の類推の基礎または適用要件として考えることができょう。

3-3 会社の使用人または蕗業使用人には

代理権が必要か

商人と会社の{吏用人等または代理商との関の法律関探は，雇用または委託

の法理によって規整される部分L 代理関係に関する部分とに立加すること

ができるコこのうち，穏法総別および会社法総加が境整するのは主として後

者の部分である c 営業活動は，反密的，継続的，集団的に行われる点に本質

的な特徴があり，このような活動を対外的に補助する会社の便用人等および

代理商の代理権{または代理に係わる法律潟係)については，民法の代理に関す

る規整だけでは十分といえず，取引の円滑と安全'e確保して，薦人El身およ

びi詩人と取引をナする第三者のために，商法および会社法が民法の特別を定め

ている

しかし，会社の使用人等をお f商人の指揮命令に服する者jであると解ーす

る以上， i湾人に対する代理権を有していたとしても，商人の指揮命令に臨さ

ない者は会社の部局人等で‘はないことになる。たとえば，商人の法定代理人

(綴権者，後見人l，f¥;;滋寵，ならびに会話:の法律との機関を構成する代表社員

(会社 59ヲl，代表取締役(会社 34守l，および代表執行役(会全!:420) は，会社の
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使用人等で、はない判。

j主に，会社の使用人等は，営業主の営業に関する代狸権を有していなけれ

ばならないか否かという議論がある c 代理権を有する使用人で、なければなら

ないとする立場は，路法総員日が定める商業詑用人および会社法総出の定める

会社の使用人の規定は，すべて代理権喜子有する{史用人に関する規定であるこ

とを?理由とする到。

他方で，第三者の立場からは代理擦の有無は重要な事情であるが，企業の

運営管理という見地からすれば営業に関する代理縫合有さない箆用人で、あっ

てもi潟人的または酪業的労務に援する者，たとえば簿記係および現金出納保

も，統一的に会社の箆用人等と解するべきだとする立場(服部説)がある。

この立場は表見代理の問題などを考察する上である援箆意義があることも根

拠としている確かに，商業的労務に損するとしても，恒常的忽括的な

代理権を付与されない使用人の代理権を信用した取引相手の保護が民j去の表

見代理によって悶られるのであれば，表見代理による保護の可能性を予測す

るために，会社の使用人等の範顕を拡張する必要はないように思われる。し

かし，本積 3-4のとおり，会社法 14条は代理権を現実には付与されていな

い能用人にも適用されると解する立場5れがあり，そのような立場によって

代理縫合擬制ちれる使用人を限定する趣旨として服部説は評僻しうる。 ただ

い簿記係23よび境金出納係がその適切なfJtlか否かは邪論である。

なお，街法および会社法は会社の使用人等の代理権を中心に想定している

から，会社の使用人等の規定の解釈適用に問題は生じないとして，会社の

詑用人等は代理権を有さなければならないかという議論全しない立場もあ

るお)。平成 17年商法改正に際しての立法論としても，周年改正前の商業能

用人のうち，営業主が会社である会社の{吏用人として認められるためには，

雇用関係は不嬰とし，代理擦を委託されている点に着目すべきであるとの

張があった。 現夜では，労働者としての会社の使用人の保護は労働法に任さ

れていること，執行役員全含む会社の内部者が会社と雇用関{系に立たない場

合{こ，平成 17年改正諮商法 43条(会社法 14条)が遊用されないとすれば，
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会社の使用人としての執行役員

会社の内部者と会社との関保が雇用でないことを知らない取引縮予の保護の

点で不適切で、あるという理由による到。

3-4 会社法 14条の使用人は代理援を

さなttn(まならないか

(1) 学説および判僻

執行役員は，事業に関する そ取締投会または代表取締役から

任を受ける者であるが，必ずしも，会社を代理して取引をする権限喜子付与さ

れているとは隈らない55)ひそこで，会社法 14条の「使用人j は会社に対し

て基本代理権合有していることを要するか否か，つまり会社がある種類また

は特定の事項な箆用人lこ委在した以上，善意の取引招手{こ対して，その使用

人に代理権がないことを対誌できないと解すべきかが問題となる。

最特平成 2年 2丹22日築設 159号 169頁は，会社法 14条の規定する会社

の使用人に隠して微妙な判断を訴している。つまり，特定の事項を委託され

れば，現実に代理議を付与されていないとしても，第三者との関係では代理

をナ擬制もしくは推定するとの判断を示しているか，または代理権が実諮に

付与されていたと認定しているかのように解釈できるからである

本判決は，会社が事実行為だけをその箆用人に委任した場合であっても，

代理権がないことについて善意の相手方に対・抗できないことを示したと

し，その'I'U旨に賛成する学説があるコこの立場の学説は，通常，会社から

に関するある種類または特定の事項の委託を受ける中級使用人は，同時に

委任の範閣で代理器喜子授与されているから，ある中級{吏用人が委任の範閣に

ついて弐煙権 されていなかった場合に，その中級館用人の取引相手が

f¥;;現擦のないことについて悪意でないかぎり，会社は委任の範関で告括的代

ミケ否定できないと論じる。緩かに会話:法 14条 2項が代理権のないこと

についての悪意者を保護の対象から外し，代理権はあるがその制娘について

の議定:者のみを保護の対象としているから，同法 14条の使用人は代理権全
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授与されていると考えることはできる。しかし，物品販売等!吉舗の使用人に

関する同法 15条は，使用人が忽括的代理権を会社から授与されたとみなす

規定ではなし当該時舗内にある当該物品の販売に関して個別の販売代理権

があるとみなす規定であると解し，詞法 14条も 15条に近寄せて考え， 14

条の使用人が事実行為だけを?委託おれていた場合であっても，委任の範閤で

忽括的代理権を善意の相手方には対抗できないと解することができることも

根拠とするう7)0 

同じく，会社法性条には代理権を擬制する効果があると解する立場から

次のような理由が主張されているむ会社法 14条の会社の器用人となるため

に代理権を要すると解した場合， f毘別的な代理権と比べて， どの程度包括的

な基本代理権が必要なのか判然としないし，ごく僅かな代理権と代理権がな

いこととの差異も余りないこととなる。また，営業主と取引相手との，どち

らがより安値な費用で紛争の発生を防止することができるかを考慮、すれば，

取引の安全のため，相手方は代理権の有無に関する調査を要しないと解すべ

きだからである刻。

以上の立場に反対する第二の立場として，事実行為の委任があったという

だけでは会社法 14条の使用人には該当しないと解したとで，同条の趣旨

七会社が部長，課長， I:系長，主事，主任等の能用人に対して代理権伝授与

した場合，その代理権の範囲は法定の範関でなければならず， その制限は蓄

の第三者に対抗できないと解する学説がある。法定の代理権の範囲は，問

題となった当該取引の業界における商慣習によって決定されるとするつその

根拠として，多数の特例が，間条の使用人は，事業に関するある額類または

特定の事項について代理行為を?なすことの委任~受けたことを要すると解し

ていること，明治 23年i日商法 51条および平成 17年改正前高法 (llf:l千日 13年向

法)43条は，代理権を与えられた者の代理権の範闘を問題としていたと解さ

れることを指識する刻。そして，現在の民法の通説的立場が，委任契約と

は別に代理権授与行為ぞ観念しているから60)，会社法 14条を，事業に関す

るある種類または特定の事項の委託を受ければ代理権を推定または探制する
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会初:の使用人としての執行役員

規定と解することはできない。よって，対外的取引を'当然に含む事項の委授

を受けた使用人にのみ適用されると解する立場がある61)。事業(対外的取引)

に寵する委任とは，代理権の付与を意味するからである印。

このような立場からは， どのような事矯があれば f事業に関するある額類

または特定の事項の委任な受けたj と解することができるかが重要となる会

たとえば，従前から向額の取引を繰り返し，その取引の一部は会社から

に委任を受けたものである場合が考えられる。箆用人に付される詩書は，必

ずしも企業の効率的なラインの組識の長としての意味での役職およびスタッ

プとしての役職を表示しているわけではなし企業によって部の編成および

同じ名称の部署が持つ役割が異なっているので，よい基準とはなり得ない。

職務権限競裂も，営業部にも非営業部にも適用される場合には，その具体的

内容はほとんどなし会社法 14条の委任を受けたか否かの基準とはなり得

ないからである的。

第三の立場として，第一の立場と第二の立場の折衷説がある。会社法 14

条の適用範翻は，ある種類または特定の事項の法律行為の委任，つまり代理

権が授与された場合であるとしつつも，企業組識が複雑化し詑業員に多様な

.1除名をi'.!-与している状況から，取引の拍手が交渉する使用人について

代理権があると考えるのが指当である事靖が認められる場合にも，部外的に

開条の拡張適用そ認める立場がある。この説は，条文の構成から，会社の{吏

用人は，営業主から授与された代理壊の広狭によって区別されていることか

ら，会社法 14条の龍用人も代理権を授与されていることを原酷であると解

する令問時lこ，誌法 110条において，基本権思は代理権でなくてもよいと

い正当事自に重きを撞いて，表見代理の成立を認める学説が多いこと6-¥)

を根拠として，代理権が授与されていない会社の使用人を例外的に認めてい

る

さらに第四の立場として，事実行為の委任の証明があれば，当該行為に関

する代理権についての立託宣託が転換されると解する立場がある。従来の多

くの判例は部分的包括代理権または代理権授与をナ開条の使用人の要許二と考え
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てきたこと，開条の使用人につき，表見支配人のような外観保護規定が設け

られていない壊状において，取引安全の要詰から縮予方保護を露出必袈があ

ること，会社法 14条の文言は，表見支配人{こ関するi可法 13条の「権限

するものと者倣すJという規定ぶりとは異なっていること，および相

が代理権授与につき主張立証することはかなり国難であることを製自とす

ス66)
."， 

(2) 罵蓄への信頼

事実行為しか委託されていない能用人に対しても， 14条が適汗iさ

れると考える立場は，表見番頭または表見予代~認める立場とは呉なる。

表克番頭または表克子代とは，部長または課長といった問書が付された能

用人に代理権があると善意無重過失により告額したlfx.ij I把手七会社法 13

条および商法 24条の類推適用により保護する法理である c 民法 109条に

よった場合，相手方の信頼についての要件が善意無過失であるので，この法

草Hは1[x.引の安全および外観信頼の保護を重視することになる

しかし，会社法 14条は，中級使用人らしい名称を付与された者に，それ

だけで京況な代理縫合付与する趣旨の規定ではない。その上，支記入以外の

訪問人は，たとえ委任があったとしても，それらに委託ちれる事壊がそれぞ

れ多様であり，その結果， j~毛布1 される代怒権もさまざまであることに鑑みる

と，取引杷子保護のための主観的要件に差呉があるとしても，表見番頭およ

び表兇手f¥，;の法理と民法 109条による保護とは，ほとんど違いがない側二

に対して限引相手がある程f交の信顔合寄せることは確かで、ある c しか

し，代表取締役および支配人に比べて，会社法 14条の使関人の代理権の範

|型はIbくない上，各企業によって代理権の範囲が異なっており，罵舎を信頼

したというだけで，会社からある種類または特定の事項について委託された

か否かを向わず，一定の範i惑で代理権があると活様してよいとは考えられな

いc 表見番霊長および表見手f¥，;を認めない旨合鳴らかにする判的(東京i也、I'IJlll1f{1

58-6・10利時 11H {~. 6-1 1'0もある
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会社の使用人としての執行役員

(3) 社内手続と代理権

取引を:'1子う前等に上可の決裁を受けることが社内の手続として要求されて

いる場合{こ， それをナ 14条の箆1詩人の代理詰とどのような関係がある

と考えるべきか3 会社法 14条比職務権限規程等の会社規翠によれば当該

取引について決詩権設を有する者より，験設では下位にある者が対外的に取

引を行った場合に問題となるからで、あるつ

による事前の決裁について，代理~韮自体の奇定，代理権の制限または

の制約と解することができょうこれが問題となった判的と

して，大阪高判昭和 60年口月 24日判時 1196号 154頁があるコこの判決

は，事前に社内所定の用紙ミケ関って i二夜!の決裁を:'1等るべき義務を負っている

としても，それは内部手続上の制約にすぎず，使用人の代理擦を否定するこ

とにはならないと解しているようである。

には‘広範間にわたる内部手続上の制約がある場合の

は， f-1(:理議の制摂がある場合の

べきであるとの

能用人が社内手続をとるべき

が課されていると解し，

る立場もある

において代表取締役等の

を下{立の

14 2項による なり，

ミナ{壬された

には，その代理権に制限

2現でi翠るべきだとす

まり

よび参加的企業誌の

ら意義のあることと解されてきたまた，権限委設により， トップ・マネ

ジメントが処理しなければならないi吉報翠が適正となり，その意思決定能力

が改善されるとともに，より現場に近いマネジメントが全般管理に関する

意思決定を担うことによって，企業としての窓思決定が迅速になされ

みならず下層職栓にある経営構成員{こ壁盛な翠在意識と

させ，効率的毅極的な職務遂行の効果があるとも考えられてい

る

百本の企業でも， 1守90年代に抵のやの翠!きに 迅速かっ的確に
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対応しなければ，競争に勝てないとの認識から，各種権眼委譲が注目され

た。そして権眼委譲は会社規程のみに基づき行われるのではなく，上海との

信頼関誌によって展開され，実質的には会社規程に明示されているよりも二

階段下の管理者が行使しているとの指擁がある。決裁権についても，権限委

譲の対象とされた。決裁とは，経営の管理者が，その与えられた責任と権限

のもとで行う意思決定をいう。それゆえ，企業がその決裁に従ってなんらか

の行動を起こし，その結果として損失または問題全生じたときには，その結

果に対する責任は，決定合下した個人に:隠する。この結果に対する責任が特

定の個人にかからないようにするために，つまり複数人による共同責任体制

とするために，日本では， まず、哀議制度が考案され，利用されてきた。 しか

し， この棄議制度は意思決定を遅滞させ，責任の所在全不明瞭にするという

短所があったため，組織の活性化および簡素化のためにも，縫製委譲が行ーわ

れたという i6)。実際，多くのそデノレ職務権限規程が，権限を有する者が自ら

行使することを旗開としつつ，自己の職務の一部をその織位に必要な権限と

ともに下位職位に委譲することができる旨，その職務遂行状況および結果に

対する監督責任を免れることができない器を規定しさらに委譲を受け

権限{f代行した者も権限代行の結果に対する責任を負う旨の規定を霞く例も

ある

以上喜子商法および会社法の観点から論じれば，取引について決裁権限を手ぎ

する者が会社から代理権合付与されていると考えられる c 決裁権者が下位の

職位の者に自己の職務の一部を委任する場合には，経営上の結果責任は自己

に残しつつも，実質的な決定権者を変更し，つまり代理人全選任して，迅速

な処理念会関したということになろう。会社内部においては，手続上要求さ

れている決裁権者の決裁がなければ，会社への効果:帰属が認められない決ま

りになっているのであるから，決裁権者から実質的な決定権限を委譲ちれた

者は，決裁権者と共に会社に対する代理権を共間行使する立場にある。実質

的な決定権限を委譲された者は，決裁を経ることが代理権行使の前提であ

t) ，決裁を?経ることは，会社法 14条 2項にいわゆる[代理権の制限j と考
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会?をの使用人としての執行役員

えることができょうっこの場合，権限合委譲された者が内部手続な履践した

ことまたは単独で楼限喜子行使しうることにつき，善意の相手方が保護され

る

ただし，対外的取引について決裁権を有する者が，自己よちも下位の職位

の者{こ，自己の職務である取引をナ播佐させた場合，常{こ権限の委譲そする，

つまり下位の者に実質的な決定権隈まで付与する趣旨であるとは考えられな

い。第三者からは実質的な決定権眼の所在が不明な場合があるだろう令その

ような場合に，部下が社内において任されていた業務を基準に，実質的な権

限の所在を篠定し，黙示の代理権授与が認定されてよいと思われる。

よって，会社の舘用人等に関する規定は，商人に対して代理携をナ手ぎする使

用人に関する規定ではなし商人の詑用人の代理権に認する規定と解するべ

きである。

〈ヰ) IJ¥ 括

最判王子成 2i:j三 2月22日は，会社法 14条の使用人となるためには準委任を

受けていれば足りると判示したようにも解釈できるが，当該{系長に忽括的代

理権があったとf必ずることもできる事例であったc 準委託者に代理権が擬制

されるとすれば，取引の安全は守られる。しかし，権践を有さない者は，そ

の権限に対むする職務に堪えないので?話題を有していないと思われ，取引の

安全合理由に告括的代理権が擬制されるとすれば，企業が効率的な企業活動

のために，その内部において定めた権限秩序は維持しづらくなる。また，企

としては決裁権限公付与していない者そ取引に関与させ鵠劫者として使う

ことを務蕗し，後進の指導は難しくなり，取引を不活発とするおそれもあろ

う。会社法 14条を適用する舘用人は準委任を受けた者も含むと解釈した場

合，法的立場には互換性があることから，企業が常に取引保護の観点から救

済されるとは限らない制。会社法 14条の適用範酒は，基本的に上記(1)の

第二の立場によるべきと解する。
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4. おわりに:会社の使用人の法理と執行役員

執仔役員は，支配人以上の 会有しており，従来の会社の使用人の範

に含めることはやや不適切であるとの主張もある しかし，執行役員

合会社の代表取締役等の指諦命令に服さない受任者ーであるとして，会社の{吏

用人から除外した場合，かえって執行役員の法的地位がl授味になち，

よび取引相手喜子害することになろう。本摘における会社の{吏用人の規定に関

する解釈は，執行役員{こも適用できるものと考える。

なお，代表権のない取締役が使用人を兼務している場合，その者の能用人

としての代理揺を若干広く考える傾向が裁判例の中にはあるというっ大阪高

判昭和 39年 9月 30日判時 3935
;子47頁および東京地判昭和 36年 8月 7EI金

286 ~予 5 頁がその担挺とされている泊。そうだとすれば，同条の適用に

rMjして，執行役員とや絞使用人合同議に解してよいかという掲題はあろう c

しかし，大抜高判i昭和 39年 9月 30日{ふ当該常務取締役が，代表設締役の

五fJおよび等~f京管し，対外的な業務執行合合む会社の日

喜子有している場合には番裂に当たるとした上で， その会社への効果帰

属が向題となった手形の援出行為が，タト形上，当該職務権限内の行為である

と客観的に見られることから，平成 17年改正前商法 38条 3項， 43条 l項 2

項(会社;ぷl-t条 1m2rmにより会社が手形との賞{壬合負うとしている c 当該

常務取締役を平成 17年改正前寵法 43条の番頭つまり会社の使用人と解して

よいのか，援問の余地があり，このような手形振出は，表見代表取諦役また

は表見代理の法壊によって解決すべきである

j主

1) 久i込交わrコーポレート・ガパナンス 22ilC[ (日本斉家/r11fl1ll1t反対:.20l0)c 

2010if:(こは，東京j証券1f;[引所 1l¥iiJ:場企業の 60%'包が執行役nll!1Jt!tミ入していた

との諮査報伎があるー泌総総結Ji 11 本企業に ~r:i'げる執行役員制度導入の災慾分好j
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